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学校見学が終わったら、最終的に就学先を決めておきましょう。 

１０月９日（金）までには、教育研究所へお電話でお知らせください。 

就学相談を行うには、『就学相談申込書』と『園児の相談票』が必要です。 

教育研究所へ提出してください。『園児の相談票』は園に記入をお願いして

ください。申込締切は５月２９日（金）です。締切より遅れる場合は、教育

研究所までご連絡ください。 

・６月１６日（火）から７月３１日（金）で就学相談を行います。教育研究

所から保護者様へ、就学相談日の決定通知を郵送します。記入用紙も同封し

ていますので、事前にご記入の上、当日ご持参ください。 

※ 就学相談はお子さま同伴です。 

・特別支援学校では、６月から学校公開がスタートしています。 

（県立学校ホームページでご確認ください。） 

必要に応じて、医療機関との確認をお願いします（検査の予約など）。 

小学校へ連絡し、学校見学の日にちを決定してください。 

（窓口は教頭先生です）。お子さまと一緒に、見学を行っていただくことを

推奨しています。 

 

特別支援学校や特別支援学級を希望する場合、１０月から１月までに長崎市教

育支援委員会で審議が行われます。審議の前後に、お電話でやりとりをします。

教育研究所の電話番号（095-825-2932/095-824-4814）の携帯電話への

登録をお願いします。 

特別支援学校、特別支援学級に決定された場合、１月下旬に入学・入級決定

通知をご自宅に発送します。放課後等デイサービスの申請に必要なこともあ

るため大切に保管してください。 

教育研究所とのやりとりは終了しますが、ご不明点などがありましたら、気兼

ねなくお電話ください。 

ご希望の方は、就学相談票、園児の相談票、診断書等、観察記録などの内容

をまとめたサポートファイルを、教育研究所から小学校へ発送します。 



 

はじめに 
 

 

 

 保護者の皆さまへ 

 

～子どもたちの健やかな成長を支えるために～ 
 
 
 

 長崎市では、お子さまが安心して学校生活のスタートがで
きるよう就学相談を実施しております。 

 

  保護者の皆様の不安をやわらげ、疑問にお応えするために
この「就学相談のしおり」を作成いたしました。就学相談の
進め方や特別支援教育の現状について記載していますので、
ぜひご一読ください。 

 

 就学相談は、子どもたちの健やかな成長を支えていくため
の一つのステップです。就学後も必要に応じて相談をお受け
いたします。 

 

 どうぞ、保護者の皆さまのご理解をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

             長崎市教育委員会 教育研究所長 
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１ 就学相談の目的は何ですか？ 

 

 就学相談は、子どもたち一人一人のニーズを把握し、豊かな学校生活へとつなげる

ことを大きな目的としています。 

就学相談をとおして、子どもたちのニーズを把握することができれば、スロープや

手すりの設置、トイレの改修など、早期に学校の支援体制が整えやすくなります。 

特別な教育的ニーズのある子どもたちへの支援にあたっては、 

学校と保護者だけでなく、医療機関、福祉機関、幼稚園、保育園（所）、

認定こども園等の連携や協力が大切です。   

就学相談をこのネットワークの窓口の一つとして活用して  

いただければ幸いです。 

 

２ 就学相談ではどんなことが話題になりますか？  

  

 就学相談では、具体的に、次のような質問をおこなっています。 

（以下、例） 

（１） これまでの育ちの様子について（生育歴） 

・ 出生時の様子はいかがでしたか？ 

    ・ これまでの健診（１歳半、３歳、５歳児健診）で、何か心配

なことはありませんでしたか？ 

    ・ 大きな病気をしたことはありませんか？ 

    ・ 医療機関での主治医の見立てや、検査の経験等はありますか？  

 

（２） 現在の家庭や幼稚園・保育園等での生活について 

・ 家庭での子育てで苦労なさっているところはありませんか？ 

・ 衣服の着脱や食事、排泄などの基本的な生活習慣はどうですか？ 

    ・ 大人や友達との関わりの様子はいかがですか？ 

    ・ 保育園・幼稚園等での様子はいかがですか？ 

    

（３） 現段階での希望する就学先について 

・ 具体的に就学を希望する学校や学級はありますか？ 

・ 学校にお願したいことや配慮してほしいことはありますか？ 

    ・ 見学を希望する学校や学級（学びの場）はありますか？ 
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３ どんな学校・学級がありますか？ 

  子どもたちが就学する学校や学級（学びの場）の特徴について説明いたします。 

 

（１） 小学校（通常の学級） 

  ・ 小学校１年生の１学級定員数は、３０人（県の基準）です。 

・ 学校によっては、チーム・ティーチングによる指導や学年をさらに細かく分

けての少人数による指導、習熟度指導等が行われています。 

・ 年間のカリキュラムに沿って授業が進みますので、学習の進み具合を個別に

応じて変えることは難しく、一定のスピードで行われます。 

 

 

（２） 小学校（通常の学級 ＋ 通級指導教室）  

  ・ 言語障害、聴覚障害、情緒障害、LD、ADHD 等の障害や同様の特性がある

ものの、通常の学級での学習に概ね参加できる児童が対象です。 

  ・ 地域の小学校の通常の学級に在籍しながら、週に１～２時間の割合で通級指

導教室にて個別、または、小集団による指導を受けるシステムです。 

  ・ 通級指導教室を利用する場合、在籍する通常の学級での授業が一部受けられ

ないため、通級することのメリットだけでなく、デメリットも十分に検討する

必要があります。 

  ・ 他校の通級指導教室を希望する場合、保護者の送迎や往復に必要な時間も含

めて、デメリットも十分に検討する必要があります。 

＜ポイント１＞ 就学相談に備え、準備しておくことは？ 

 

○ 就学相談を申込みいただいた保護者の方には、事前に「就学相談票」を

お送りしますので、ご記入の上、当日ご持参ください。（母子健康手帳

などを見て、できるだけ正確にご記入ください。） 

○ 相談員に話しておきたいことや尋ねたいこと等はメモにまとめておく

と、当日、言い漏らすことがありません。 

○ 通院している病院名や主治医の名前の確認をお願いします。 

○ 母子健康手帳や身体障害者手帳、療育手帳、診断書、検査の結果報告書

などをお持ちの場合は、ご持参いただくと具体的な相談ができます。 
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（３） 小学校（特別支援学級） 

    ・ 知的障害、自閉症・情緒障害、弱視、難聴、肢体不自由、病弱・身体虚弱、

言語障害の児童が対象です。  

  ・ 少人数学級の中で個別の指導目標に基づいて指導及び支援が受けられるとい

う利点があります。（細やかな支援が受けられます。） 

  ・ １学級の定員は最大８人で、９人以上になると２学級、１７人以上になると

３学級・・・となります。 

  ・ お子さんの実態に応じて、通常の学級との交流及び共同学習を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント２＞  
校区の小学校に特別支援学級がない場合は？ 

 
① 自宅から近い特別支援学級のある小学校に通う 

・原則として校区の小学校に通いますが、校区に特別支援学級がない場合は、自宅から最も 

近い特別支援学級のある小学校に通っていただくこともできます。（指定学校変更） 

・この場合の交通費や保護者の送迎にかかる費用は特別支援教育就学奨励費（ポイント６参 

照）が利用できます。 

〈メリット〉 

・すでに特別支援学級が設置されているので見学して決めることができる。 

・教材・教具が揃っており、個別支援や交流学習の方法等、学校のシステムが確立さ

れているためスムーズに支援が始められる。 

〈デメリット〉 

・兄姉が既に校区の学校に在籍している場合、行事等が重なり参観が難しくなる。 

・通学距離が長すぎる場合、保護者が送迎する必要が出てくる。 

 

② 校区の学校に特別支援学級の新設・復級を希望する 

・校区の学校に新設・復級を希望する場合は、担当にご相談ください。 

・条件を満たした場合、特別支援学級を新設・復級する場合があります。 

（例１）お子さんが特別支援学級の対象として認められる場合 

（例２）空き教室があるなど、学校の環境が整っている場合 

・新設や復級をご希望の場合は、その学校に新たな教職員の配置が必要となりますので、

申出は早め（遅くとも１０月末まで）にお願いしています。 

 

③ 指定校区外の就学（指定学校変更）について  

・指定校区以外の就学先を希望する場合、長崎市教育委員会 学務課就学支援係

（095-829-1196）へ問い合わせをお願いします。                             

          

 

 

・市内の小学校の学校の設置状況等、詳しくは、特別 

支援学級等一覧（P１７）をご覧下さい。 
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（４） 特別支援学校  

  ・ 小学部と中学部の１学級の定員は６人で、高等部の１学級の定員は８人です。

また、重複障害（例：視覚障害と知的障害、知的障害と肢体不自由など）の場

合、１学級の定員は３人です。 

・ 障害の特性に応じた施設や設備が充実しており、専門性に基づくきめ細かな

指導や支援が可能です。 

・ 小学部、中学部、高等部の１２年間の長期的な視点で、個別の指導計画に沿

った系統性のある教育が行われています。 

  ・ 障害の状態が重度又は重複しているため、もしくは長期の入院・療養等を行

っているため、通学又は寄宿舎に入舎して教育を受けることが困難な児童生徒

を対象に、教員が家庭や病院等を訪問して授業を行う訪問教育（担当校：長崎

特別支援学校）を実施しています。 

 

・ 長崎市内には、県立の鶴南特別支援学校（知的障害）と長崎特別支援学

校（肢体不自由）、長崎大学教育学部附属特別支援学校（知的障害）があ

ります。 

・ 隣接している時津町には、盲学校（視覚障害）と時和特別支援学校（知

的障害）、諫早市には、諫早特別支援学校（肢体不自由）と諫早東特別支

援学校（病弱・肢体不自由）、西海市には、令和７年４月に開校した時和

特別支援学校西彼杵分校（知的障害）があります。 

・ 詳しくは長崎県の特別支援学校一覧（P２２）をご覧ください。 

 

＜ポイント３＞  

長崎大学教育学部附属特別支援学校を希望する場合は？ 
 
○ 毎年、入学者選考が２日間にわたって行われています。（出願のためには、

秋頃に行われる「体験入学」に参加する必要があります。） 

○  長崎大学教育学部附属特別支援学校は入学者選考が実施されますので、選 

考に漏れた場合の希望校を教育研究所からお尋ねします。 

○ 詳細については、直接学校へお問合せください。（電話：095-845－5646） 
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＜ポイント４＞ 「就学猶予」について 
○ 日本国民や日本の国籍を有する学齢の子の保護者に対して、就学義務が

猶予される場合とは、学校教育法により、病弱、発育不完全その他やむを

得ない事由のため就学困難と認められる場合とされています。ただし、児

童の教育を受ける権利との関係から慎重に対応しています。 

○ 以下のような場合には、教育研究所にご相談ください。 

 ● 極低出生体重児のうち、本来の出産であれば、次年度就学になる予定

の児童であり、発育不完全な場合。 

 ● 病弱児童で教育よりも医療措置を優先して行う必要がある場合。 

  ※以上の状態については、治療又は生命・健康の維持のため療養に専念す

ることを必要とし、教育を受けることが（特別支援学校における教育に

おいても）困難又は不可能な状態としております。 

＜ポイント５＞ 特別支援学校への就学対象児とは？ 

○ 特別支援学校への就学対象児とは、学校教育法施行令第二十二条三項 

（資料１ ※P1５～）に該当する子どもです。長崎市教育委員会がその該

当を確認し、保護者等の意見聴取・意向確認をしたうえで、対象児の教育的

ニーズの整理や必要な支援内容を検討します。そして、それらの情報を資料

として教育支援委員会で就学先に係る協議を行い、市教育委員会が総合的に

判断をして合意形成のうえ、就学先を決定します。 

○ そのため、特別支援学校への就学を希望したからといって、誰もが就学で

きるということはありません。幼稚園・保育所等での観察や医療機関等から

の情報、就学に関する相談の記録等をもとに、保護者と市教育委員会が十分

に話し合い、特別支援学校で教育を受けることがお子さんにとって適切かど

うかを検討したうえで判断します。 

  

＜ポイント６＞ 特別支援教育就学奨励費について 
○ 特別支援学校に就学する場合には、就学奨励費が利用できます。これは、

通学にかかる交通費（本人・保護者）、入学準備品、宿泊学習や修学旅行な

どの費用を援助するもので、保護者の収入に応じて支給されます。 

○ 手続きについては、入学者説明会で学校から説明があります。入学に向け

て購入した準備品については、領収書を保管しておくことをお勧めします。 

  

※特別支援学級に入級する場合にも、同様の就学支援の制度があります。

詳しくは、入学後に学校から説明があります。 

担当：長崎市教育委員会 学務課就学支援係（095-829-1196） 
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４ 就学先を選ぶうえで考えておくことは何ですか？ 

 

  お子さんにとって、どのような学習内容や環境が合っているか、以下の点につい

て、ご家族で十分にご検討ください。 

 

（１） 学習内容について 

・ 通常の学級では、あらかじめ決められた学年のカリキュラムに従って、集団を

対象とした一斉指導を中心に授業が進められます。 

・ 特別支援学級や特別支援学校では、一人一人の実態に応じ、当該学年、当該

学年よりも下の学年又は知的障害特別支援学校の内容を学習することができま

す。また、学習上や生活上の困難を改善・克服するための特別な指導（自立活

動）を設定しています。 

 

（２） 系統性のある教育について 

・ 特別支援学校では、小学部１年生から高等部３年生までの児童生徒が同じ敷地

内で学ぶことになります。それぞれの生活年齢で必要なことを踏まえ、１２年

間の長期的な視点を持った教育が行われています。 

・ 例えば、小学校の通常の学級と特別支援学校（知的障害）では、教育課程が異

なって系統性のある学びが担保できないので、学びの場の変更を検討すること

はできません。 

 

（３） １学級の人数や教室環境について 

   ・ 小学校１年生における通常の学級の定員は３０人、特別支援学級は８人、特

別支援学校は６人または３人です。 

  ・ 多人数の中で適応できるお子さんがいれば、多人数の中では刺激が多すぎて

気持ちが落ち着かないお子さんや、口頭による指示だけでは何を言われたのか

が理解できないお子さんもいます。 

 

（４） 通学について 

・ 校区（地域）内の学校に通学する場合は、自宅から近い学校になるため通学に

係る負担が少なくなります。一方、校区外にある学校の場合は、距離や時間が

長くなって、負担が大きくなる可能性があります。 

・ 特別支援学校によっては、スクールバスを運行している学校がありますが、

希望どおりに利用できる訳ではありません。 

 

（５） 寄宿舎や医療機関について 

 ・ 離島部在住など、通学が困難な児童生徒のために寄宿舎を設けている特別支

援学校があります。また、医療機関が隣接している特別支援学校もあります。  

・ 詳しくは長崎県の特別支援学校一覧（P２２）をご覧ください。 
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＜ポイント７＞  

実際に学校・学級を見学してから決めましょう！ 

○ 学校生活の様子や、学校の教育方針や雰囲気を知ることは就学先を選ぶ際

の大事な要素です。「百聞は一見に如かず」、実際に授業や休み時間の様子

を参観したり、説明を聞かれたりすることをお勧めします。（各学校の窓口

は教頭先生です。） 

○ 見学される小・中学校に教育研究所から「学校見学依頼」を発送しますの

で、直接学校へ連絡をして見学の申込みをしてください。 

○ 特別支援学校では、学校公開日（オープンスクール等）が設けられていま

すので、特別支援学校に直接お申し込みください。また、個別の見学も可能

ですので、意向がある場合には教育研究所へご連絡ください。 

 

＜ポイント８＞  

学びの場は、お子さんの成長に応じて検討できます！ 

○ お子さんの就学した先での学習状況や生活の様子等を資料とし、本人、保

護者、学校、教育委員会等で学びの場の見直しについて検討することができ

ます。（ただし、通級指導教室を除き、年度途中の変更は原則できません。） 

○ 特別支援学校に就学したお子さんが特別支援学級 

でも十分に学べるほど成長して校区の小学校に転学 

したケース、特別支援学級での指導でコミュニケー 

ション能力が高まって通常の学級（通級指導教室） 

に学びの場の変更をしたケースが実際にあります。 
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５ 就学相談の流れについて 

季節 春 夏 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

内容 園長説明会

担当者説明会 

保護者説明会 

 

就学相談 

（休日以外） 

園訪問 学校見学 

保護者 園から説明 

市から説明 

市から説明 就学相談申込 就学相談 医療機関に相談 学校見学 

意向決定連絡 

時期等 園長対象 

担当者対象 

 

保護者対象 

  

保護者対象 

６月 1６日(火) 

～７月 31日（金） 

市民会館 7階 

 9月７日

（月）以降 

詳細 教育研究所は

保育園や幼稚

園等の園長先

生・担当者の

先生に、就学

相談について

説明を行いま

す。 

園は就学相談

の案内を年長

児の保護者に

向けて配布し

ます。（３月

に配布してい

る園もありま

す。） 

教育研究

所から年

長児の保

護者に対

し、就学

相談につ

いての説

明を行い

ます。 

教育研究所

の就学相談

担当者が特

別支援学校、

特別支援学

級を希望・検

討するお子

さんの園で

の集団活動

の様子を観

察します。 

 

申込みいた

だいた保護

者とお子さ

んを対象に、

就学相談を

実施します。 

教育研究所

の就学相談

担当者が特

別支援学校、

特別支援学

級を希望・検

討するお子

さんの園で

の集団活動

の様子を観

察します。 

保護者は小

学校や特別

支援学校を

見学し、授

業参観や教

育相談を行

います。 

※ 就学先の希望について    

保護者は就学相談や学校見学終了後、就学先の最終希望を決めて教育研究所へ電話で報 

告します。１０月９日（金）までに、就学先の最終的な希望をご連絡ください。 

（特別支援学級の開設・復級希望、特別支援学校への入学・転学希望の場合は、早めに報

告をお願いします。）（☎０９５－８２５－２９３２ または ０９５－８２４－４８１４） 

※ 指定校区外の就学（指定学校変更）について 

    指定校区以外の就学先を希望する場合、長崎市教育委員会 学務課就学支援係へ問い合 

 わせをお願いします。（☎０９５－８２９－１１９６）                               
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★１月末日まで  就学通知書の発送 

市立小学校へ就学する場合は、市教育委員会からハガキサイズの「就学通知書」が郵送 

されます。これは、入学式に必要です。また、特別支援学級に決定した場合は、Ａ４サイ

ズの「学校及び学びの場の指定について（通知）」という決定通知も届きます。 

事情により校区以外の小学校へ就学する場合は、指定学校変更の手続きが必要です。 

 県立の特別支援学校へ就学する場合は、県教育委員会から市教育委員会を経由して  

就学通知書が送付されます。 

秋 冬 

10 11 12 1 2 3 

長崎市教育支援委員会 

 

 

 サポート 

ファイルの

発送 

教育支援委員会にて審議  →就学先決定 →決定通知受取 
入学者説明会 

学校と打合せ 

通学路確認等 

入学準備 

 

 

  

校区の小学校で、

就学予定の全児童

を対象に健康診断

を実施します。当

日は校長等との個

別の教育相談が可

能です。その際、

市教育委員会との

就学相談を継続し

ている場合は、そ

の旨を学校にお伝

えください。  

長崎市教育支援委員会とは長崎市教育委員

会の審議機関で、学識経験者、医師、公認

心理師、臨床心理士、保育・福祉関係者、

教員等で構成された会議です。多くの専門

家から就学先や就学後の配慮事項などにつ

いて意見を聞きます。 

就学先については、この長崎市教育支援委

員会の判断を保護者にお伝えしますが、あ

くまでも参考意見ですので、保護者と就学

相談担当者で、電話を通じて合意形成を図

りながら決定することになります。なお、

平成１４年９月から、法令により各市町村

は障害のある児童生徒の就学にあたり、専

門家の意見を聞くことが義務付けられてい

ます。 

校区の小学

校や特別支

援学校で、来

年度就学予

定の全児童

を対象に入

学者説明会

を実施しま

す。 

教育研究所は

お子さんの様

子や苦手に感

じることに関

して、お子さ

んのサポート

ファイルを保

護者の方の許

可を得て作成

し、学校に送

付します。 

学校と、お子

さんに関する

事前の面談も

可能です。 

就学時健康診断（１０月～１１月の指定日） 

担当：長崎市教育委員会 学校教育課保健体育係 

 

１ ２ ３ ４ ５ 

就
学
通
知 

６ 
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６ 特別支援教育について 

                                                                              

「特別支援教育」とは、障害や特性のある全ての子どもを対象とするものです。 

障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体的取組を支援するという視点に

立ち、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。 

平成 19年 4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置付けられ、すべての学

校において、障害のある子どもの支援をさらに充実していくこととなりました。 

さらに、特別支援教育は、障害のある子どもへの教育にとどまらず、障害の有無や

その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形

成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味をもっ

ています。  

                                                                    

７ インクルーシブ教育システムについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多様性を大切にし、障害のある者が心身の能力等を最大限に発達させ、社会に参加する

ことを可能にするという目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みをいい

ます。 

 そのため、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶこと

を目指すことが大切となります。それには、それぞれの子どもが授業の内容を理解し、 

学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる

力を身に付けていけるかどうかが大事となります。 
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☆ 特別支援教育のキーワード ☆ 

① 校内支援委員会  

各学校では、全校的に支援体制を整え、発達障害を含む障害のある児童等の実態把握や支

援方法の検討を行うため、校内に特別支援教育に関する委員会を設置することが定められて

います。 

委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生徒指導主事、通級

指導教室担当者、特別支援学級担任、養護教諭、学級担任、学年主任、その他必要と思われ

る者などで構成します。 

② 特別支援教育コーディネーター  

特別支援教育コーディネーターは、保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、

学校内の関係者間の連携協力、特別支援学校などの教育機関、医療・福祉機関との連携協力

の推進役としての役割があります。 

入学後、相談したいことがありましたら、学級担任はもちろん、特別支援教育コーディネ

ーターにもご相談ください。 

③ 交流及び共同学習  

障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習は、障害のある子どもの社会

性や豊かな人間性を育む上で重要です。 

また、障害のない子どもが、障害のある子どもとその教育に対する正しい理解と認識を深

める大切な機会です。 

このため、学校では双方の子どもの教育的ニーズに対応した内容・方法を十分検討して、

組織的、計画的、継続的に実施するよう努めています。 

なお、障害のある子どもの理解についての指導を行う際は、子どもの発達段階や、障害の

ある子どものプライバシー等に十分配慮する必要があります。 

④ 特別支援教育支援員  

障害のある子どもの学習や生活を支援するために、長崎市教育委員会は市内小・中学校に

特別支援教育支援員（以下、「支援員」）を採用し、支援を必要とする子どもの在籍する小

・中学校へ配置しています。この支援員の活用に当たっては、関係職員と十分な共通理解を

図るとともに、教員による助言や研修会を通して支援に必要な知識を学んだ上で、児童生徒

の支援に当たるようにしています。 

支援員は以下の業務内容を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活の支援 

(2) 学習活動、教室間移動等における介助 

(3) 学校生活における安全の確保 

(4) 障害の特性に合わせた学習支援 

(5) 学校行事等における要支援児童生徒の介助 

(6) 周囲の児童生徒の障害理解促進 

(7) 前号に掲げるものの他、学校運営に関し、校長が必要と認めること 
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子どもの可能性を 

      

各学校では特別支援教育コーディネーターを1名以上指名し、校内支援委員会
で支援の方法を検討するなど、学校全体で子どもを支える支援体制を整えていま
す。また、必要に応じて特別支援教育支援員の配置がなされています。 
 

小・中 学 校 
 

 

 

 

 

○通常の学級に在籍をし 

ながら、週１～２時間 

程度、特別な指導を特 

別な場で受ける教育の 

形態です。 

○長崎市には、言語、難聴、

情緒障害、LD/ADHD等

の通級指導教室があり

ます。  

 

 

 

○子ども一人一人にきめ細

かな教育を行います。  

○学級の定員は８名です。  

○子どもの実態に合わせて 

通常の学級との交流及び 

共同学習を行います。  

○近隣の特別支援学級との

交流も行います。  

相談 

通常の学級 
 

通級による指導 
 

特別支援学級 
 

交流及び共同学習 

 月 火 水 木 金 

１ ☆     

２      

３      

４      

５      

※1年生は1週間２５コマ 

※４５分授業 

※年間３５週 

☆通級指導教室の時間 

 月 火 水 木 金 

１ ★ ★ ★ ★ ★ 

２  ★  ★  

３ ★  ★  ★ 

４      

５      

※1年生は1週間２５コマ 

※４５分授業 

※年間３５週 

★特別支援学級での時間 

○一人一人を大切にす

る学級づくりを行い

ます。  

○１年生では、１学級 

３０人が定員です。 

（２～６年３５人） 

○分かりやすい一斉指

導や特性に応じた適

切な指導を行います。 

○少人数指導や習熟度

別指導等も行います。 

 

 月 火 水 木 金 

１      

２      

３      

４      

５      

※1年生は1週間２５コマ 

※４５分授業 

※年間３５週 

市立 
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       最大限に伸ばす特別支援教育 

 

 
 月 火 水 木 金 

１ ★ ★ ★ ★ ★ 

２ ★ ★ ★ ★ ★ 

３ ★ ★ ★ ★ ★ 

４ ★ ★ ★ ★ ★ 

５ ★ ★ ★ ★ ★ 

※小学部は４５分授業が基本 

※曜日によって終業時刻が異

なる例あり 

 

助言 
援助 
センター的

機能 

○障害の特性に応じた施設や設備が充実しており、専門性に基づくきめ細かな指導や支援

を行います。   

○小学部と中学部の１学級の定員は６人で、高等部の１学級の定員は８人です。 

また、重複障害の場合、１学級の定員は３人です。 

○小学部、中学部、高等部の１２年間で、系統性のある教育を行います。  

○長崎市内には、県立の鶴南特別支援学校(知的障害)と長崎特別支援学校(肢体不自由)、

長崎大学教育学部附属特別支援学校(知的障害)があります。隣接している時津町には、

盲学校(視覚障害)と時和特別支援学校(知的障害)、諫早市には、諫早特別支援学校(肢

体不自由)と諫早東特別支援学校(病弱・肢体不自由)、西海市には、時和特別支援学校

西彼杵分校(知的障害)があります。 

 

○一人一人に応じた指導  

学習上や生活上の困難を改善・克服するための指導（自立活動）を時間 

を特設して実施しています。  

○児童生徒が学びやすい設備や教材   

  障害特性に応じた環境を設定し、教材の工夫や開発に努めています。  

○豊かな生活につなげるためのキャリア教育 

  小学部１年生から高等部３年生までが同敷地内で学ぶ利点を生かし、職業 

教育や進路指導の充実を図っています。  

○センター的機能の発揮（巡回相談）  

  近隣の小・中学校などからの要請に応じ、適切な指導や必要な支援につ 

 いての助言を行います。  

○教育的ニーズに応えるための体制    

 ・教員が家庭や病院等を訪問して授業を行う訪問教育の実施 

・スクールバスの運行 

 

                  

 

 

 

 

 

 

県立 特 別 支 援 学 校 
 

 
 月 火 水 木 金 

１ ★ ★ ★ ★ ★ 

２ ★ ★ ★ ★ ★ 

３ ★ ★ ★ ★ ★ 

４ ★ ★ ★ ★ ★ 

５ ★ ★ ★ ★ ★ 

※小学部は４５分授業が基本 

※曜日によって終業時刻が異

なる例あり 

 



 

 

〈学校、学級の種別〉 

学校・学級・

教室 
人数など 対象となる児童生徒 特別の教育課程、特長 

※配慮していること 

特

別

支

援

学

校

（

県

立

・

国

立

） 

視覚障害 

 

 

 

□学級の定員 

６人（小中） 

※高は８人 

※重複は3人 

・拡大鏡等を使用しても通常の文字、図形等の
視覚による認識が不可能又は著しく困難で
ある（両眼の視力がおおむね 0.3 未満、視機
能障害が高度である） 

・当該学年、下学年又は知的障害特別支
援学校の各教科等 

・視覚障害を補うための諸感覚の発達促
進 

聴覚障害 
・補聴器等を使用しても通常の話声を聴くのが
不可能又は著しく困難である（両耳の聴力レ
ベルがおおむね６０デシベル以上である） 

・当該学年、下学年又は知的障害特別支
援学校の各教科等 

・保有する聴覚の活用や専門的な言語指
導及び情報の活用 

知的障害 

・知的発達に遅れがある 
・他人との意思疎通が困難である 
・日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする 
・社会生活への適応が著しく困難である 

・知的障害特別支援学校の各教科等 
・基本的な生活習慣や人間関係の形成 
・働く意欲や技能の習得と積極的な社会
参加 

肢体不自由 
・補装具を使用しても歩行や日常生活における
基本的な動作が不可能又は困難である 

・常時の医学的観察指導が必要である 

・当該学年、下学年又は知的障害特別支
援学校の各教科等 

・学びやすい施設設備と一人一人に応じ
た教材 

病弱 
・慢性の疾患や身体虚弱の状態が継続して医療
又は生活規制を必要とする 

・当該学年、下学年又は知的障害特別支
援学校の各教科等 

・病気の種類や状態に応じた健康状態の
改善や体調管理 

特

別

支

援

学

級 

弱視 
 

 

 

 

 

□学級の定員 

８人 

・拡大鏡等を使用しても通常の文字、図形等の
視覚による認識が困難である 

・当該学年の各教科等 
※掲示物や板書に配慮 

難聴 
・補聴器等を使用しても通常の話声を聴くのが
困難である 

・当該学年の各教科等 
※声の大きさや話す速さに配慮 

知的障害 

・知的発達に遅れがある 
・他人との意思疎通に軽度の困難がある 
・日常生活を営むのに一部援助が必要である 
・社会生活への適応が困難である 

・当該学年、下学年又は知的障害特別支
援学校の各教科等 

※体験的な学習を多く取り入れることに
配慮 

肢体不自由 
・補装具を使用しても歩行や日常生活における
基本的な動作に軽度の困難がある 

・当該学年の各教科等 
※移動など体の動きに配慮 

病弱・ 
身体虚弱 
（院内学級） 

・慢性の疾患や身体虚弱の状態が持続的又は間
欠的に医療や生活の管理を必要とする 

・当該学年の各教科等 
※体調や病状に配慮 
（院内学級は、大学病院、みなとメディカルセンターに設置） 

言語障害 

・器質的又は機能的な構音障害が著しい 
・話し言葉におけるリズムの障害が著しい 
・言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある 

・当該学年の各教科等 
※発音の仕方に配慮 

自閉症・
情緒障害 

・自閉症又はそれに類する障害がある 
・他人との意思疎通や対人関係の形成が困難で
ある 

・心理的な要因による選択性かん黙等があり、
社会生活への適応が困難である 

・当該学年の各教科等 
※対人関係や気持ちの切り替えなどに配
慮 

 

 

 

 

通

級

指

導

教

室 

 

難聴 
 

 

 

 

□週 1～２時間

の個別指導 

 

 

 

 

・補聴器等を使用しても通常の話声を聴くのが
困難だが、通常の学級での学習におおむね参
加できる 

・聞き取りの工夫の仕方 
・発音の工夫の仕方 

言語障害 

・器質的又は機能的な構音障害、話し言葉にお
けるリズムの障害、言語機能の基礎的事項に
発達の遅れがあるが、通常の学級での学習に
おおむね参加できる 

・発音の工夫の仕方 

自閉症・
情緒障害 

 
LD・
ADHD 

・自閉症又はそれに類するが、通常の学級での
学習におおむね参加できる 

・心理的な要因による選択性かん黙等がある
が、通常の学級での学習におおむね参加でき
る 

・全般的な知的発達に遅れがない 
・聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論
する能力のうち特定のものの習得と使用に
著しい困難がある 

・年齢又は発達に不釣り合いな注意力又は衝動
性・多動性が認められ、社会的な活動や学業
の機能に支障がある 

・他者との関わり方の工夫 
・気持ちの切り替え 
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資  料 

 

 

 

 

（１）障害の程度と学びの場 

 

（２）長崎市立小学校 特別支援学級等一覧 

（長崎市立中学校 特別支援学級等一覧） 

 

（３）長崎県の特別支援学校一覧 

 

（４）就学相談の申込方法 

 

 

（別紙１）就学相談申込書 

（別紙２）園児の相談票 

 

 

 

 



（1）障害の程度と学びの場  １ 学校教育法施行令 第２２条の３     

                 ２ ２５文科初第７５６号 より 

視覚障害 

特別支援学校 
 両眼の視力がおおむね０.３未満のもの又は視力以外の視機能障

害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図

形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの   

特別支援学級  拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識

が困難な程度のもの 

※通級指導教室 
 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識

が困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一

部特別な指導を必要とするもの 

  
聴覚障害 

特別支援学校 
 両耳の聴力レベルが概ね６０デシベル以上のもののうち、補聴器

等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困

難な程度のもの 

特別支援学級  補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度

のもの 

通級指導教室 
 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度

の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導

を必要とするもの 

  
肢体不自由 

特別支援学校 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常

生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの  

二 肢体不自由の状況が前号に掲げる程度に達しないもののうち、

常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

特別支援学級  補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に

軽度の困難がある程度のもの 

※通級指導教室  肢体不自由の程度が、通常の学級での学習におおむね参加でき、

一部特別な指導を必要とする程度のもの 

 
病弱・身体虚弱 

特別支援学校 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他

の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のも

の 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

特別支援学級 
一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療

又は生活の管理を必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの 

※通級指導教室 
 病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級での学習におおむね参加

でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 
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知的障害 

特別支援学校 

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活 

を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののう

ち、社会生活への適応が著しく困難なもの 

特別支援学級 
 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり 

日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難で

ある程度のもの 

  
 
自閉症・情緒障害 

特別支援学級 

一 自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関

係の形成が困難である程度のもの 

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社

会生活への適応が困難である程度のもの 

  
① ＬＤ ②ＡＤＨＤ ③自閉症 ④情緒障害等 

 通級指導教室 

① 全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、

計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著し

い困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

② 年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が

認められ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので

、一部特別な指導を必要とするもの  

③ 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におお

むね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

④ 主として心理的な要因による選択制かん黙等があるもので、

通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を

必要とする程度のもの 

 

言語障害 

特別支援学級 

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、 

吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語 

機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者 

（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限 

る。）で、その程度が著しいもの 

通級指導教室 

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、

吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語 

機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者 

（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限

る。）で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指 

導を必要とする程度のもの 

 

◎  ※印がついている学級・教室は、現在長崎市には設置されていません。 

◎ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 

◎ 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。 
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学 校 名 所 在 地 電 話 種 別

知的

自閉症・情緒

難聴

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

言語通級

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

難聴

言語通級

知的

自閉症・情緒

難聴

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

日　見 界２－１４－１ ８３８－３８５３

伊 良 林 伊良林１－１０－１

西    坂 御船蔵町６－３５ ８２３－２６８４

８２２－５１３５

諏　訪 諏訪町７－１３ ８２２－２８７０

上 長 崎 下西山町９－１ ８２４－０３６９

桜　町 勝山町３０－１ ８２３－３２６２

（２）令和８年度　長崎市立小学校　特別支援学級等一覧

戸　石 戸石町１２８１ ８３０－２００２

矢 上 矢上町１２－１２ ８３８－２０４７

令和８年4月 現在

古　賀 松原町２４６２ ８３８－２７６３

茂　木 茂木町２８３－２ ８３６－１９１３

愛　宕 白木町１７－１ ８２６－６０６２

小 島

仁田佐古 西小島２－６－１５ ８２２－２６８０

愛宕１－４－１６ ８２４－０３２１

日　吉 飯香浦町３４７８ ８３６－１９０８
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学 校 名 所　　在　　地 電 話 種 別

知的

自閉症・情緒

難聴

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級
長崎みなとメディカルセンター内に設置 病弱（院内学級）

知的

自閉症・情緒

難聴

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

難聴

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

難聴

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

８６１－８７７３平戸小屋町１０－１朝　日

西城山 金堀町２３－１ ８６１－０６１７

西　北 西北町１３－１ ８４４－４００４

城 山 城山町２３－１ ８６１－００５７

西　町 西町２－１ ８４４－１９４９

稲佐町１１－１ ８６１－２６５０

土 井 首 柳田町１９４ ８７８－４３４７

小　榊 みなと坂1丁目３５－６ ８６５－２１５１

飽　浦 飽浦町１７－１ ８６１－３３７５

深 堀 深堀町５－１４８ ８７１－３０２４

福 田 福田本町１４９３－１ ８６５－１３２７

式　見 式見町６７８ ８４１－０００５

小 ヶ 倉 小ヶ倉町１－４０８ ８７８－４３５３

稲　佐

戸　町 戸町２－９－１ ８７８－４４２０

大　浦 上田町１３－１
８２２－２３６０
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学 校 名 所　　在　　地 電 話 種 別

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

難聴

知的

自閉症・情緒

難聴

言語通級

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

難聴

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

情緒通級

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

長崎大学附属病院内に設置 病弱（院内学級）

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

肢体不自由

病弱・身体虚弱

難聴

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

女の都 女の都４－７－１ ８４７－９０７３

８５６－５７１２滑石６－１－５９大　園

滑　石 滑石２－２０－５ ８５６－２０８３

山　里

小 江 原 小江原２－３３－１ ８４８－１９７０

西 浦 上 大手１－１４－３ ８４７－９４９８

三 原 三原２－１６－４５ ８４５－５３０６

銭 座 銭座町１－１６ ８４４－００７０

高 尾 高尾町７－４９ ８４７－９４５０

８４４－０７８５橋口町２０－５６

８５６－１３１４滑石４－４－８北　陽

畝　刈 京泊１－３－１ ８５０－００２４

三　重 三重町１１２５ ８５０－０９３０
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坂　本 坂本３－３－１
８４４－０５３９

横　尾 横尾２－１６－１ ８５７－４４０９



学 校 名 所　　在　　地 電 話 種 別

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

難聴

LD・ADHD通級

言語通級

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

病弱・身体虚弱

自閉症・情緒

弱視

肢体不自由

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

言語

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

LD・ADHD通級

高　島 高島町１９４７‐２ ８９６－３０１８ 知的

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

知的

自閉症・情緒

川    原 宮崎町１２７ ８９２－００１７ 自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

肢体不自由

LD・ADHD通級

橘 かき道５－２－１６ ８３８－３０５５

野 母 崎 野母町1番地 ８９３－００１２

鳴見台２－１－８鳴 見 台

南 陽 竿浦町１０６２ ８７９－０２７６

西 山 台 西山台１－４－１ ８４６－７０７１

虹 が 丘 虹が丘町２４３２番地 ８５６－６４２３

外 海 黒 崎 下黒崎町１４２８ (0959)25-0008

高 城 台 高城台１－２２－１ ８３８－７１９６

桜 が 丘 小江原３－１９－１ ８４６－２０６７

長　浦 長浦町２７５１－４ ８８５－２７０３

８９２－７１１７晴海台町１－７晴 海 台

伊 王 島 伊王島町1丁目甲３２７３番地 ８９８－２３２０

為　石 為石町２１１９ ８９２－０００７

形　上 琴海形上町１８２６－２ ８８５－２７０２

自閉症・情緒
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村　松 琴海村松町７０１－８ ８８４－２０１９

８７１－４２１６香焼町４９３番地香　焼

蚊　焼 蚊焼町１７７８ ８９２－００５５

南 長 崎 ダイヤランド４－５－１ ８７８－９００３

８５０－４４４７



学　校　名 種　別 学　校　名 種　別

知的 知的

自閉症・情緒 自閉症・情緒

難聴 病弱・身体虚弱

肢体不自由 LD・ADHD通級

LD・ADHD通級 知的

知的 自閉症・情緒

自閉症・情緒 病弱・身体虚弱

知的 LD・ADHD通級

自閉症・情緒 知的

病弱・身体虚弱 自閉症・情緒

肢体不自由 病弱（院内学級）

LD・ADHD通級 LD・ADHD通級

知的 知的

自閉症・情緒 自閉症・情緒

病弱・身体虚弱 病弱・身体虚弱

知的 LD・ADHD通級

自閉症・情緒 知的

病弱・身体虚弱 自閉症・情緒

知的 肢体不自由

自閉症・情緒障害 病弱・身体虚弱

病弱・身体虚弱 LD・ADHD通級

LD・ADHD通級 知的

日　吉 知的 自閉症・情緒

茂　木 自閉症・情緒 自閉症・情緒

知的 LD・ADHD通級

自閉症・情緒 知的

知的 自閉症・情緒

自閉症・情緒 病弱・身体虚弱

病弱・身体虚弱 LD・ADHD通級

LD・ADHD通級 知的

知的 自閉症・情緒

自閉症・情緒 知的

肢体不自由 自閉症・情緒

病弱・身体虚弱 病弱・身体虚弱

知的 知的

自閉症・情緒 自閉症・情緒

LD・ADHD通級 伊王島 病弱・身体虚弱

知的 知的

自閉症・情緒 自閉症・情緒

知的 病弱・身体虚弱

自閉症・情緒 外　海 自閉症・情緒

病弱・身体虚弱 知的

LD・ADHD通級 自閉症・情緒

知的 病弱・身体虚弱

自閉症・情緒 LD・ADHD通級

病弱・身体虚弱 知的

知的 自閉症・情緒

自閉症・情緒 LD・ADHD通級

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒 　
知的

自閉症・情緒

病弱・身体虚弱

難聴

LD・ADHD通級

知的

自閉症・情緒

LD・ADHD通級

小ヶ倉

香　焼

野母崎

三　和

琴　海

片　淵

長　崎

戸　町

土井首

小　島

令和８年度　長崎市立中学校　特別支援学級等一覧

東長崎

令和８年4月現在

岩　屋

西浦上日　見

桜馬場

丸　尾

淵

緑が丘

山　里

滑　石

三　重

横　尾

小江原

橘

三　川

開成分校

深　堀

福　田

西　泊

大　浦

梅香崎
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県立
 障害種別  学　校　名  学　部 所　　在　　地  関係寄宿舎、施設、病院等

幼・小・中 西彼杵郡時津町西時津郷８７３

高・専 〒851-2101　℡095-882-0020

幼・小・中 大村市宮小路３－５－５

高・専 〒856-0807　℡0957-55-5400

佐世保市小舟町６０

〒857-0114　℡0956-46-0881

知 的 障 害 佐世保市竹辺町８１０

肢体不自由 〒858-0911　℡0956-47-6474

平戸市田平町荻田免２０

〒859-4823　℡0950-57-0746

平戸市田平町小手田免５４-１

〒859-4824　℡0950-26-1130

南松浦郡新上五島町浦桑郷３０６

〒857-4511　℡0959-54-1121

島原市新田町５６２

〒855-0043　℡0957-65-0350

島原市南崩山町丁２８００－３

〒855-0871　℡0957-65-4161

雲仙市南串山町丙９４３６－２

〒854-0703　℡0957-88-3394

大村市宮小路３－５－１

〒856-0807　℡0957-55-5260

壱岐市郷ノ浦町本村触５８９

〒811-5133　℡0920-47-0159

壱岐市郷ノ浦町片原触８８

〒811-5136　℡0920-48-0811

対馬市厳原町東里１２０

〒817-0016　℡0920-52-3222

長崎市蚊焼町７２１

〒851-0401　℡095-892-0258

五島市錦町１－１

〒853-0003　℡0959-74-0333

五島市坂の上１－６－１

〒853-0065　℡0959-72-2303

西彼杵郡時津町西時津郷８７３

〒851-2101　℡095-886-7128

西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷１５９０

〒857-2302　℡0959-22-1131

西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷６６３

〒857-2303　℡0959-22-9150

諫早市多良見町化屋９８６－６

〒859-0401　℡0957-43-5544

東彼杵郡川棚町小串郷１６００

〒859-3618　℡0956-82-2203

長崎市桜木町６－４１

〒850-0835　℡095-827-6624

諫早市真崎町１６７０－１

〒854-0084　℡0957-26-1798

諫早市永昌東町２４－２

〒854-0071　℡0957-22-1863

大村市久原２－１４１８－２

〒856-0835　℡0957-52-6312

大村市上諏訪町１０９５－２

〒856-0023　℡0957-46-3820

東彼杵郡川棚町下組郷３８６－２

〒859-3615 　℡0956-82-3630

国立

 障害種別  学　校　名  学　部 所　　在　　地  関係寄宿舎、施設、病院等

長崎市柳谷町４２－１

〒852-8046　℡095-845-5646

(3)令和８年度　長崎県の特別支援学校一覧

視 覚 障 害 盲 学 校
寄宿舎
スクールバス

佐 世 保 特 別 支 援 学 校 小・中・高

聴 覚 障 害

ろ う 学 校
寄宿舎
スクールバス

スクールバス

佐 世 保 特 別 支 援 学 校
北 松 分 校

北松農業高校内高

ろ う 学 校

佐 世 保 分 教 室
幼・小・中

高

島 原 特 別 支 援 学 校
南 串 山 分 教 室

小・中

島 原 特 別 支 援 学 校

小・中

虹 の 原 特 別 支 援 学 校 小・中・高
寄宿舎
スクールバス

虹 の 原 特 別 支 援 学 校
壱 岐 分 校

小・中 盈科小学校内

高 壱岐高校内

スクールバス
福祉型障害児入所施設みのり園

小・中・高 スクールバス

鶴 南 特 別 支 援 学 校
五 島 分 校

小・中 福江小学校内

高 五島海陽高校内

大瀬戸中学校内

希 望 が 丘
高 等 特 別 支 援 学 校

高

知 的 障 害

小・中 田平中学校内

佐 世 保 特 別 支 援 学 校
高 等 部 上 五 島 分 教 室

高 上五島高校内

時 和 特 別 支 援 学 校
西 彼 杵 分 校

小・中

高

時 和 特 別 支 援 学 校

西彼杵高校内

虹 の 原 特 別 支 援 学 校
高 等 部 対 馬 分 教 室

高 対馬高校内

鶴 南 特 別 支 援 学 校 小・中・高

桜 が 丘 特 別 支 援 学 校 小・中・高

病 弱

大 村 特 別 支 援 学 校 小・中

肢体不自由

長 崎 特 別 支 援 学 校 小・中・高

諫 早 特 別 支 援 学 校 小・中・高

川 棚 特 別 支 援 学 校 小・中・高 児童入所施設あすなろ

スクールバス
国立病院機構長崎病院
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知 的 障 害
長 崎 大 学 教 育 学 部
附 属 特 別 支 援 学 校

小・中・高

諫 早 東 特 別 支 援 学 校 小・中 県立こども医療福祉センター

小・中

寄宿舎、スクールバス
諫早療育センター、みさかえの園むつみの家

寄宿舎、長崎県精神医療センター

国立病院機構長崎医療センター

長崎県精神医療センター
国立病院機構長崎川棚医療センター

肢体不自由
病 弱

病 弱
肢体不自由

大 村 特 別 支 援 学 校

西 大 村 分 教 室
児童心理治療施設大村椿の森学園



（４）就学相談の申込方法 

 

  就学相談では、教育委員会の特別支援教育担当、並びに市立小・中学校教員が、お

子さまの発達や適応状況などを踏まえ、お子さまの力をよりよく伸ばしていくための

教育環境や必要な施設設備等について、保護者とともに考えてまいります。 

 次に該当する場合は、お申込み願います。 

 

＜対象＞ 

令和９年４月に小学校に入学予定のお子様で、次のいずれかに該当し、相談を申し込

みたい市内在住の方。 

１ お子様に、疾病や発達障害を含む障害があり、就学について詳しく知りたい方。 

２ お子様の学習や集団参加、対人関係などについて不安がある方。 

３ お子様が、幼稚園・保育園（所）・こども園で何らかの個別対応を受けている方。 

４ お子様が、医療機関や、療育機関で訓練や療育などを受けている方。 

※ 就学相談では、お子様も一緒に来所いただくようお願いしています。 

※ 特別支援学校や特別支援学級を希望する場合は、必ず就学相談を受けていただく必

要があります。 

 

＜相談日＞      

６／1６（火）～７／３１（金）（※ 土曜日、日曜日、祝日を除く） 
    ◎ 以上の日程の内、保護者が希望される日に 45分程度実施します。 

    お子様と一緒に来所できる希望日を、申込書にお書きください。 

   ◎ 申込みいただい方には、日程を調整し、後日郵送にてご案内いたします。 

   ◎ この期間に申込みができない場合は、早めに研究所までご連絡ください。 

  

＜場  所＞  

    長崎市民会館７階 相談室２・３    

   

＜申込方法＞ 

  原則として、郵送にて申込み願います。 

  申込書がお手元にない場合、まずは教育研究所までお電話ください。 

 

＜申込締め切り＞   ５月２９日（金） 

 

＜お申込先＞   

     〒850－0874 長崎市魚の町５番１号 市民会館７階 

               長崎市教育委員会  教育研究所長（親展）  

      担当：平戸・多良・前田・赤瀬・石川・髙橋 

 TEL ０９５－８２５－２９３２ 

担当：平戸・永田・古川・髙橋・石川 TEL ０９５－８２４－４８１４ 
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 メモ 



 

 

 

 

 

 

こんなことに思い当たったら、気軽に就学相談をしてみませんか？ 

 

就学相談をしたい！と思ったら・・・ 

「令和８年度就学相談申込書」を、 

教育研究所まで 郵送 または 持参 

しましょう。 

     就学相談当日は、お子様同伴です。 

 

申込書を提出したら、 
 

「園児の相談票」の作成を、 
 

保護者様から担任の先生に依頼しましょう。 

療育や訓練も 

卒園までだし、 

小学校では 

大丈夫かな… 

保育園（幼稚園）では、 

先生が個別に支援や補助をして

くれたけど、小学校では 

どうなるのかな… 

授業は、落ち着い

て45分座ってい

られるかな… 

お友達とうまく 

付き合えるかな… 


